
 
 
 

 

 

 

 

 

職業安定法施行規則及び建設労働者の

雇用の改善等に関する法律施行規則の

一部を改正する省令案要綱 

 

  

資料 No.1-1 



 





一
頁

職
業
安
定
法
施
行
規
則
及
び
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要

綱

第
一

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

手
数
料

受
付
手
数
料
の
最
高
額
の
改
正

（一）

受
付
手
数
料
の
最
高
額
を
、
一
件
に
つ
き
六
百
九
十
円
（
消
費
税
法
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

者
（
以
下
「
免
税
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
六
百
六
十
円
）
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

紹
介
手
数
料
の
最
高
額
の
改
正

（二）

紹
介
手
数
料
の
最
高
額
を
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
・
三
）
に
相
当
す
る
額
（
ロ
及

び
ハ
の
場
合
を
除
く
。
）

ロ

同
一
の
者
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
場
合
（
ハ
の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
六
箇
月
間

の
雇
用
に
係
る
賃
金
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
・



二
頁

三
）
に
相
当
す
る
額

ハ

期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
に
基
づ
き
同
一
の
者
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
六
箇
月
間
の
雇
用
に
係
る
賃
金
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は

、
百
分
の
十
・
三
）
に
相
当
す
る
額
又
は
当
該
支
払
わ
れ
た
賃
金
か
ら
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
及
び
三
箇
月
を
超

え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
を
除
い
た
額
の
百
分
の
十
四
・
五
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
三

・
八
）
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
額

二

職
業
紹
介
事
業
報
告
書

職
業
紹
介
事
業
報
告
書
の
様
式
を
、
次
の
と
お
り
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

有
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
及
び
無
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
（
様
式
第
八
号
）
に
つ
い
て
、
「
活
動
状
況
」
の
報

（一）
告
項
目
に
有
効
求
人
数
を
、
「
収
入
状
況
」
の
「
職
業
安
定
法
第
三
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
」
の

報
告
項
目
に
件
数
を
そ
れ
ぞ
れ
追
加
し
、
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

特
別
の
法
人
無
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
（
様
式
第
八
号
の
二
）
に
つ
い
て
、
「
活
動
状
況
」
の
報
告
項
目
に
有
効

（二）
求
人
数
を
追
加
し
、
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



三
頁

地
方
公
共
団
体
無
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
（
様
式
第
八
号
の
三
）
に
つ
い
て
、
「
活
動
状
況
」
の
報
告
項
目
に
有

（三）
効
求
人
数
を
追
加
し
、
産
業
別
区
分
で
の
報
告
を
取
扱
業
務
等
の
区
分
で
の
報
告
と
し
、
そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う

も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

受
付
手
数
料
の
最
高
額
の
改
正

受
付
手
数
料
の
最
高
額
を
、
一
件
に
つ
き
六
百
九
十
円
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
六
百
六
十
円
）
と
す
る
も
の
と

も
の
と
す
る
こ
と
。

二

紹
介
手
数
料
の
最
高
額
の
改
正

紹
介
手
数
料
の
最
高
額
を
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
額
と
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
・
三
）
に
相
当
す
る
額
（

の
場

（一）

（二）

合
を
除
く
。
）

同
一
の
者
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
箇
月
間
の
雇
用
に
係
る
賃
金
に
つ
い

（二）
て
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
・
三
）
に
相
当
す
る
額
又
は
当
該



四
頁

支
払
わ
れ
た
賃
金
か
ら
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
及
び
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
を
除
い
た
額

の
百
分
の
十
四
・
五
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
三
・
八
）
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
額

第
三

そ
の
他

一

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
に
際
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。



一
頁

職
業
安
定
法
施
行
規
則
及
び
建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要

綱

第
一

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

手
数
料

受
付
手
数
料
の
最
高
額
の
改
正

（一）

受
付
手
数
料
の
最
高
額
を
、
一
件
に
つ
き
六
百
九
十
円
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
六
百
六
十
円
）
に
改
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

紹
介
手
数
料
の
最
高
額
の
改
正

（二）

紹
介
手
数
料
の
最
高
額
を
、
次
の
と
お
り
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

イ

支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
・
三
）
に
相
当
す
る
額
（
ロ
及

び
ハ
の
場
合
を
除
く
。
）

ロ

同
一
の
者
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
場
合
（
ハ
の
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
六
箇
月
間

の
雇
用
に
係
る
賃
金
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
・



二
頁

三
）
に
相
当
す
る
額

ハ

期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
に
基
づ
き
同
一
の
者
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
六
箇
月
間
の
雇
用
に
係
る
賃
金
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は

、
百
分
の
十
・
三
）
に
相
当
す
る
額
又
は
当
該
支
払
わ
れ
た
賃
金
か
ら
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
及
び
三
箇
月
を
超

え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
を
除
い
た
額
の
百
分
の
十
四
・
五
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
三

・
八
）
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
額

二

職
業
紹
介
事
業
報
告

職
業
紹
介
事
業
報
告
書
の
様
式
を
、
次
の
と
お
り
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

有
料
／
無
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
（
様
式
第
八
号
）
、
特
別
の
法
人
無
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
（
様
式
第
八
号

（一）
の
二
）
、
地
方
公
共
団
体
無
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
（
様
式
第
八
号
の
三
）
に
つ
い
て
、
「
活
動
状
況
」
の
「
求
人

」
の
報
告
項
目
に
「
有
効
求
人
数
」
（
三
月
末
に
お
け
る
有
効
求
人
数
）
を
追
加
す
る
こ
と
。

有
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
（
様
式
第
八
号
）
に
つ
い
て
、
「
収
入
状
況
」
の
「
職
業
安
定
法
第
三
十
二
条
の
三
第

（二）
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
」
の
報
告
項
目
に
件
数
を
追
加
す
る
こ
と
。



三
頁

地
方
公
共
団
体
無
料
職
業
紹
介
事
業
報
告
書
（
様
式
第
八
号
の
三
）
の
報
告
内
容
に
つ
い
て
、
取
扱
業
務
等
に
係
る

（三）
区
分
を
職
業
分
類
区
分
で
の
報
告
と
し
、
様
式
ご
と
の
報
告
内
容
を
統
一
す
る
こ
と
。

第
二

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

受
付
手
数
料
の
最
高
額
の
改
正

受
付
手
数
料
の
最
高
額
を
、
一
件
に
つ
き
六
百
九
十
円
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
六
百
六
十
円
）
に
改
め
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

二

紹
介
手
数
料
の
最
高
額
の
改
正

紹
介
手
数
料
の
最
高
額
を
、
次
の
と
お
り
改
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
・
三
）
に
相
当
す
る
額
（
ロ
の
場

（一）
合
を
除
く
。
）

同
一
の
者
に
引
き
続
き
六
箇
月
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
六
箇
月
間
の
雇
用
に
係
る
賃
金
に
つ
い

（二）
て
支
払
わ
れ
た
賃
金
額
の
百
分
の
十
・
八
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
・
三
）
に
相
当
す
る
額
又
は
当
該

支
払
わ
れ
た
賃
金
か
ら
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
及
び
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
を
除
い
た
額



四
頁

の
百
分
の
十
四
・
五
（
免
税
事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
十
三
・
八
）
に
相
当
す
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
額

第
三

そ
の
他

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他

こ
の
省
令
の
施
行
に
際
し
必
要
と
な
る
経
過
措
置
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。


